
津市地域公共交通活性化協議会分科会設置規程 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、津市地域公共交通活性化協議会規約（以下「規約」とい

う。）第１１条の規定に基づき設置する分科会の組織、運営その他必要な事

項に関し定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 分科会は、規約第３条各号に掲げる事項について、専門的な協議又は

調整を行うものとする。 

２ 分科会の名称及び協議事項は、津市地域公共交通活性化協議会（以下「協

議会」という。）の会議において決定するものとする。 

（組織） 

第３条 分科会を構成する委員は、協議会の会議において決定するものとする。 

２ 分科会に、分科会長及び副分科会長を置く。 

３ 分科会長は、委員の互選により定める。 

４ 副分科会長は、委員のうちから分科会長が指名する。 

５ 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。 

６ 副分科会長は、分科会長を補佐して会議の事項を掌理し、分科会長に事故

があるとき又は欠けたときは、分科会長の職務を代理する。 

（会議） 

第４条 分科会の会議は、分科会長が招集し、議長となる。 

２ 分科会の会議は、必要に応じて関係する他の分科会と合同で開催すること

ができる。 

３ 前各項において定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項につい

ては、協議会の例によるものとする。 

 （書面審議） 

第５条 分科会長は、緊急その他やむを得ない事情により会議を開催すること

ができないと認めるときは、書面審議により議事を決することができる。 

２ 書面審議による議決については、前条の規定を準用する。 

 （協議結果） 

第６条 分科会において協議を行った事項については、協議会に報告するもの

とする。 

２ 分科会で協議が整った事項については、協議会の構成員は、その協議結果
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を参酌するものとする。 

 （報酬及び費用弁償） 

第７条 分科会の委員の報酬及び費用弁償については、規約第１３条の２の規

定を準用するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合の報酬及び費用弁

償の支給については、同号に定めるものによるものとする。 

⑴  分科会を協議会と同日に開催した場合 支給しない。 

 ⑵ 同日に複数の分科会に委員が出席した場合 分科会１開催相当額分に係

る報酬及び費用弁償を支給する。 

 （庶務） 

第８条 分科会の庶務は、協議会の事務局が行うものとする。 

 （財務に関する事項） 

第９条 分科会の予算、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、津市地域

公共交通活性化協議会財務規程の例によるものとする。 

 （委任） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、分科会長が

別に定める。 

 

附 則 

 この規程は、令和６年５月１３日から施行する。 

 この規程の施行前に施行した、津市地域公共交通活性化協議会分科会に関す

る規程等については、この規程の施行と同時に効力を失うものとする。 



 津市地域公共交通計画検討分科会 構成委員名簿（50音順） 

 

氏名 所属・役職名 備考 

小島 光洋 
国土交通省中部運輸局三重運輸支局 

首席運輸企画専門官 
 

谷 直人 三重交通株式会社 中勢営業所所長  

中平 恭之 
近畿大学工業高等専門学校  

総合システム工学科（都市環境）教授 
 

松本 幸正 
名城大学 

理工学部社会基盤デザイン工学科教授 
 

村田 友和 一般社団法人三重県タクシー協会津支部長  
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